
１　この報告書は、毎年１２月３１日（解散等の場合には、その日）現在で、その年における全ての

収入及び支出（当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含

む。）の総額、項目別の金額、翌年への繰越しの金額及び資産等並びに以下に掲げる事項（これらの

事項がないときは、その旨）を記載してください。

２　収入とは，金銭，物品，不動産その他の財産上の利益の収受で，法第８条の３各号に掲げる方法

による運用のために供与し，又は交付した金銭及び有価証券の当該運用に係る当該金銭等に相当す

る金銭等の収受以外のものをいい，支出とは，金銭，物品，不動産その他の財産上の利益の供与又

は交付で，法第８条の３各号に掲げる方法による運用のためにする金銭及び有価証券の供与又は交

付以外のものをいいます。翌年への繰越しの金額とは、「前年からの繰越額」と「本年の収入額」合

計額（「収入総額」）から、「支出総額」を控除した金額をいいます。

　　なお，金銭以外の財産上の利益にあっては，これを時価に見積もった金額を記載し，その根拠を

　　「備考」欄に記載してください。
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ア　法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体であるときは，公職の候補者の氏名

には，当該政治団体の代表者の氏名を，公職の種類には，当該政治団体の代表者の公職の種類を

記載するものであり，衆議院議員又は参議院議員の区分により，現にその職にある者にあっては，

「衆議院議員（現職）」，その職の候補者及び候補者となるうとする者にあっては，「衆議院議員

（候補者等）」の例により記載してください。

イ　同項第２号に係る国会議員関係政治団体にあるときは公職の候補者の氏名には，同号の公職の

候補者の氏名を，公職の種類には，当該公職の候補者に係る公職の種類を記載するものであり，

衆議院議員又は参議院議員の区分により，現にその職にある者にあっては，「衆議院議員（現職）」，

　その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては，「衆議院議員（候補者等）」の例により

記載してください。

ウ　同項第３号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用さ

れていた場合には「第３号に係る国会議員関係政治団体」の「□」内をチェックし，１２月３１日

現在で法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされ，国会議員関係

政治団体に関する特例が適用されていた場合には，「政治資金規正法第１９条の１６の３第１項の規

定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体」の「□」内をチェックしてください。

エ　法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体のうちそ

の受けた特定関係寄附が同項第１号の寄附であるものは，「公職の候補者の氏名等」に同号の国会議

員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名を記載，「公職の種類等」にその者に係る公職の種類につ

いては，該当する「□」内をチェックしてください。

オ　法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体のうちそ

の受けた特定関係寄附が同項第２号の寄附であるものは，「公職の候補者の氏名等」に同号の国会議

員関係政治団体の名称を「公職の種類等」に法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治

団体である旨を記載してください。

(7) 国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間欄には，年の途中において国会議員関係政治団体

　に該当した場合又は国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合は，その期間を国会議員関係政治団

体に関する特例の適用期間欄に記載してください。

　また，年の途中から年の途中において国会議員関係政治団体に該当した場合も同様です。

ア　国会議員関係政治団体に該当した日（特例の適用期間の始期）

　法第１９条の７第１項第１号の国会議員関係政治団体は，「当該団体の代表者が国会議員に係る公

職の候補者となった日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　また，法第１９条の７第１項第２号の国会議員関係政治団体は，「２号団体に該当する旨の届出

をした日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　なお，１号団体及び２号団体の両方に該当する場合は，「当該団体の代表者が国会議員に係る

公職の候補者となった日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　法第１９条の７第１項第３号の国会議員関係政治団体は，「組織された日又は当該団体になっ

た日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　　法第１９条の１６の３項第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる団体は，「同

項各号のいずれかに該当する寄附の金額が１ ,０００万円以上となった日」からその年及び翌年

において国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

イ　国会議員関係政治団体に該当しなくなった日（特例の適用期間の終期）

　法第１９条の７第１項第１号の国会議員関係政治団体は，「当該団体の代表者が国会議員に係る

公職の候補者でなくなった日」に国会議員関係政治団体に関する特例の適用が終わります。

　また，法第１９条の７第１項第２号の国会議員関係政治団体は，下記の場合となります。

　　(ⅰ)　推薦又は支持していた国会議員の公職の候補者から２号団体に該当しなくなった旨の通

　　　　知を受けた場合は，「通知をした者が国会議員の公職の候補者でなくなった日」

　　(ⅱ)　団体の規約等に記載してある目的を変更し，「国会議員に係る公職の候補者を推薦又は支

　　　　持することではなくなった日」

　法第１９条の７第１項第３号の国会議員関係政治団体は，「主宰するもの又はその主要な構成

員が現職の国会議員ではなくなった日」等に国会議員関係政治団体に関する特例の適用が終わり

ます。

－83－



ア　法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体であるときは，公職の候補者の氏名

には，当該政治団体の代表者の氏名を，公職の種類には，当該政治団体の代表者の公職の種類を

記載するものであり，衆議院議員又は参議院議員の区分により，現にその職にある者にあっては，

「衆議院議員（現職）」，その職の候補者及び候補者となるうとする者にあっては，「衆議院議員

（候補者等）」の例により記載してください。

イ　同項第２号に係る国会議員関係政治団体にあるときは公職の候補者の氏名には，同号の公職の

候補者の氏名を，公職の種類には，当該公職の候補者に係る公職の種類を記載するものであり，

衆議院議員又は参議院議員の区分により，現にその職にある者にあっては，「衆議院議員（現職）」，

　その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては，「衆議院議員（候補者等）」の例により

記載してください。

ウ　同項第３号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用さ

れていた場合には「第３号に係る国会議員関係政治団体」の「□」内をチェックし，１２月３１日

現在で法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされ，国会議員関係

政治団体に関する特例が適用されていた場合には，「政治資金規正法第１９条の１６の３第１項の規

定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体」の「□」内をチェックしてください。

エ　法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体のうちそ

の受けた特定関係寄附が同項第１号の寄附であるものは，「公職の候補者の氏名等」に同号の国会議

員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名を記載，「公職の種類等」にその者に係る公職の種類につ

いては，該当する「□」内をチェックしてください。

オ　法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体のうちそ

の受けた特定関係寄附が同項第２号の寄附であるものは，「公職の候補者の氏名等」に同号の国会議

員関係政治団体の名称を「公職の種類等」に法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治

団体である旨を記載してください。

(7) 国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間欄には，年の途中において国会議員関係政治団体

　に該当した場合又は国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合は，その期間を国会議員関係政治団

体に関する特例の適用期間欄に記載してください。

　また，年の途中から年の途中において国会議員関係政治団体に該当した場合も同様です。

ア　国会議員関係政治団体に該当した日（特例の適用期間の始期）

　法第１９条の７第１項第１号の国会議員関係政治団体は，「当該団体の代表者が国会議員に係る公

職の候補者となった日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　また，法第１９条の７第１項第２号の国会議員関係政治団体は，「２号団体に該当する旨の届出

をした日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　なお，１号団体及び２号団体の両方に該当する場合は，「当該団体の代表者が国会議員に係る

公職の候補者となった日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　法第１９条の７第１項第３号の国会議員関係政治団体は，「組織された日又は当該団体になっ

た日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　　法第１９条の１６の３項第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる団体は，「同

項各号のいずれかに該当する寄附の金額が１ ,０００万円以上となった日」からその年及び翌年

において国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

イ　国会議員関係政治団体に該当しなくなった日（特例の適用期間の終期）

　法第１９条の７第１項第１号の国会議員関係政治団体は，「当該団体の代表者が国会議員に係る

公職の候補者でなくなった日」に国会議員関係政治団体に関する特例の適用が終わります。

　また，法第１９条の７第１項第２号の国会議員関係政治団体は，下記の場合となります。

　　(ⅰ)　推薦又は支持していた国会議員の公職の候補者から２号団体に該当しなくなった旨の通

　　　　知を受けた場合は，「通知をした者が国会議員の公職の候補者でなくなった日」

　　(ⅱ)　団体の規約等に記載してある目的を変更し，「国会議員に係る公職の候補者を推薦又は支

　　　　持することではなくなった日」

　法第１９条の７第１項第３号の国会議員関係政治団体は，「主宰するもの又はその主要な構成

員が現職の国会議員ではなくなった日」等に国会議員関係政治団体に関する特例の適用が終わり

ます。
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ア　法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体であるときは，公職の候補者の氏名

には，当該政治団体の代表者の氏名を，公職の種類には，当該政治団体の代表者の公職の種類を

記載するものであり，衆議院議員又は参議院議員の区分により，現にその職にある者にあっては，

「衆議院議員（現職）」，その職の候補者及び候補者となるうとする者にあっては，「衆議院議員

（候補者等）」の例により記載してください。

イ　同項第２号に係る国会議員関係政治団体にあるときは公職の候補者の氏名には，同号の公職の

候補者の氏名を，公職の種類には，当該公職の候補者に係る公職の種類を記載するものであり，

衆議院議員又は参議院議員の区分により，現にその職にある者にあっては，「衆議院議員（現職）」，

　その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては，「衆議院議員（候補者等）」の例により

記載してください。

ウ　同項第３号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用さ

れていた場合には「第３号に係る国会議員関係政治団体」の「□」内をチェックし，１２月３１日

現在で法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされ，国会議員関係

政治団体に関する特例が適用されていた場合には，「政治資金規正法第１９条の１６の３第１項の規

定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体」の「□」内をチェックしてください。

エ　法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体のうちそ

の受けた特定関係寄附が同項第１号の寄附であるものは，「公職の候補者の氏名等」に同号の国会議

員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名を記載，「公職の種類等」にその者に係る公職の種類につ

いては，該当する「□」内をチェックしてください。

オ　法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体のうちそ

の受けた特定関係寄附が同項第２号の寄附であるものは，「公職の候補者の氏名等」に同号の国会議

員関係政治団体の名称を「公職の種類等」に法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治

団体である旨を記載してください。

(7) 国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間欄には，年の途中において国会議員関係政治団体

　に該当した場合又は国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合は，その期間を国会議員関係政治団

体に関する特例の適用期間欄に記載してください。

　また，年の途中から年の途中において国会議員関係政治団体に該当した場合も同様です。

ア　国会議員関係政治団体に該当した日（特例の適用期間の始期）

　法第１９条の７第１項第１号の国会議員関係政治団体は，「当該団体の代表者が国会議員に係る公

職の候補者となった日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　また，法第１９条の７第１項第２号の国会議員関係政治団体は，「２号団体に該当する旨の届出

をした日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　なお，１号団体及び２号団体の両方に該当する場合は，「当該団体の代表者が国会議員に係る

公職の候補者となった日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　法第１９条の７第１項第３号の国会議員関係政治団体は，「組織された日又は当該団体になっ

た日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　　法第１９条の１６の３項第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる団体は，「同

項各号のいずれかに該当する寄附の金額が１ ,０００万円以上となった日」からその年及び翌年

において国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

イ　国会議員関係政治団体に該当しなくなった日（特例の適用期間の終期）

　法第１９条の７第１項第１号の国会議員関係政治団体は，「当該団体の代表者が国会議員に係る

公職の候補者でなくなった日」に国会議員関係政治団体に関する特例の適用が終わります。

　また，法第１９条の７第１項第２号の国会議員関係政治団体は，下記の場合となります。

　　(ⅰ)　推薦又は支持していた国会議員の公職の候補者から２号団体に該当しなくなった旨の通

　　　　知を受けた場合は，「通知をした者が国会議員の公職の候補者でなくなった日」

　　(ⅱ)　団体の規約等に記載してある目的を変更し，「国会議員に係る公職の候補者を推薦又は支

　　　　持することではなくなった日」

　法第１９条の７第１項第３号の国会議員関係政治団体は，「主宰するもの又はその主要な構成

員が現職の国会議員ではなくなった日」等に国会議員関係政治団体に関する特例の適用が終わり

ます。

第14号様式（第８条関係）

（その１）　　※この収支報告書は，提出されたものがそのままインターネット上において公表されます。

（ ）

　※以下，指定が「有」の場合のみ記載する

□ 第１号に係る国会議員関係政治団体

□

※上記の問合せ先は公表されます。 □

年 月

□ 衆議 □ 参議 院議員
□ 現職 □ 公職の候補者等

・

年 月

※下欄は選挙管理委員会が記入するので，政治団体は何も記入しないこと。

有 ・ 無
□ □

事 ・ 代
□

有 ・ 無 会 ・ 他

照合
資 産 等 法第17条

第2項適用
総務大臣
所管団体 異動届 解散届領収書等受付 受 付 年 月 日 年分 整理番号（右詰め） 入力 形式

日から
受 付 印 （ 本 局 ） 受 付 印 （ 支局等 ）

総務大臣所管団体

令和 年 月 日まで

●● 日から

【注意事項】

※１　本紙に記載する内容は，問合せ先の欄を除き，政治団体に

　　関して届出た内容と一致すること。（提出時点において異動等

　　がある場合は，所定の手続により届出ること。）

※２　領収書等の写しを添付する場合は，コピー機により複写し，

　　Ａ４サイズにより提出すること。（規則第９条第４項）

　　　添付する順番は，収支報告書の記載順と同一とすること。

※３　本年の収入及び支出がともに「０（ゼロ）円」で，かつ，資産

　　等が全て「無」の場合は，（その１），（その２），（その17），（そ

　　の20）の4枚のみ提出すること。

※４　選挙運動費用収支報告書と重複して収支を計上しないこと。

・ 公 職 の 候 補 者
の 氏 名 等 令和 ●● ●● ●● 日まで

　により国会議員関係政治団体とみなされる団体 令和 ●● 年 ●● 月

・
公職の種類等
の 区 分

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
 ※以下，報告対象年中に適用の異動が「有」の場合のみ記載する

特例の適用を受けていた期間

令和

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体 の 区 分
・

資 金 管 理 団 体 の
届 出 を し た 者
の 氏 名 宮城　太郎 （代表者本人）　（政治資金規正法第19条の７第１項）※12月31日現在での指定の有無

　※以下，報告対象年中に指定の異動が「有」の場合のみ記載する
（電話） 022-211-2343 第３号に係る国会議員関係政治団体

・ 資金管理団体の指定がされていた期間政治資金規正法第１９条１６の３第１項の規定

事務担当者（問合せ先）

（担当者） 選管　一郎 □ 第２号 　団　理　管　金　資体団治政係関員議会国る係に 体　の　指　定　の　期　間

４ 会 計 責 任 者 の 氏 名 東日本　四郎 ・ 区 分 ■

※12月31日現在での指定の有無

３ 代 表 者 の 氏 名 宮城　太郎 ・ 公 職 の 種 類 宮城県議会議員 （ ●● ）選挙区

現 職 □ 公職の候補者等

総務大臣所管

２ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 登米市飯山満町佐沼字西佐沼１５０－５　登米合同庁舎２階

資　金　管　理　団　体　の　指　定　の　有　無

□ 無 ■ 有

１ 政 治 団 体 の 名 称 宮城太郎後援会 □ ２以上の都道府県の区域等 →

（　　ふ　　り　　が　　な　　）　 みやぎたろうこうえんかい

活　　動　　区　　域　　の　　区　　分

■ 宮城県（同一の都道府県の区域内） → 宮城県選管所管

■
その他の政治団体
（後援会等） □ 政治資金団体

（令和　　　年　　　月　　　日開催分）

□
その他の政治団体
の支部 □

政治資金規正法第18条の2
第１項の規定による政治団体

ホチキス・クリップ

政　　治　　団　　体　　の　　区　　分

収 支 報 告 書 ●●
□ 政党の支部 □ 政　　党

（令和 年分）

（その１） 全 団 体
報告の対象となる「年」

を記入する。

ア　法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体であるときは，公職の候補者の氏名

には，当該政治団体の代表者の氏名を，公職の種類には，当該政治団体の代表者の公職の種類を

記載するものであり，衆議院議員又は参議院議員の区分により，現にその職にある者にあっては，

「衆議院議員（現職）」，その職の候補者及び候補者となるうとする者にあっては，「衆議院議員

（候補者等）」の例により記載してください。

イ　同項第２号に係る国会議員関係政治団体にあるときは公職の候補者の氏名には，同号の公職の

候補者の氏名を，公職の種類には，当該公職の候補者に係る公職の種類を記載するものであり，

衆議院議員又は参議院議員の区分により，現にその職にある者にあっては，「衆議院議員（現職）」，

　その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては，「衆議院議員（候補者等）」の例により

記載してください。

ウ　同項第３号に係る国会議員関係政治団体として国会議員関係政治団体に関する特例規定が適用さ

れていた場合には「第３号に係る国会議員関係政治団体」の「□」内をチェックし，１２月３１日

現在で法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされ，国会議員関係

政治団体に関する特例が適用されていた場合には，「政治資金規正法第１９条の１６の３第１項の規

定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体」の「□」内をチェックしてください。

エ　法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体のうちそ

の受けた特定関係寄附が同項第１号の寄附であるものは，「公職の候補者の氏名等」に同号の国会議

員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名を記載，「公職の種類等」にその者に係る公職の種類につ

いては，該当する「□」内をチェックしてください。

オ　法第１９条の１６の３第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる政治団体のうちそ

の受けた特定関係寄附が同項第２号の寄附であるものは，「公職の候補者の氏名等」に同号の国会議

員関係政治団体の名称を「公職の種類等」に法第１９条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治

団体である旨を記載してください。

(7) 国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間欄には，年の途中において国会議員関係政治団体

　に該当した場合又は国会議員関係政治団体に該当しなくなった場合は，その期間を国会議員関係政治団

体に関する特例の適用期間欄に記載してください。

　また，年の途中から年の途中において国会議員関係政治団体に該当した場合も同様です。

ア　国会議員関係政治団体に該当した日（特例の適用期間の始期）

　法第１９条の７第１項第１号の国会議員関係政治団体は，「当該団体の代表者が国会議員に係る公

職の候補者となった日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　また，法第１９条の７第１項第２号の国会議員関係政治団体は，「２号団体に該当する旨の届出

をした日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　なお，１号団体及び２号団体の両方に該当する場合は，「当該団体の代表者が国会議員に係る

公職の候補者となった日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　法第１９条の７第１項第３号の国会議員関係政治団体は，「組織された日又は当該団体になっ

た日」から国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

　　法第１９条の１６の３項第１項の規定により国会議員関係政治団体とみなされる団体は，「同

項各号のいずれかに該当する寄附の金額が１ ,０００万円以上となった日」からその年及び翌年

において国会議員関係政治団体に関する特例が適用されます。

イ　国会議員関係政治団体に該当しなくなった日（特例の適用期間の終期）

　法第１９条の７第１項第１号の国会議員関係政治団体は，「当該団体の代表者が国会議員に係る

公職の候補者でなくなった日」に国会議員関係政治団体に関する特例の適用が終わります。

　また，法第１９条の７第１項第２号の国会議員関係政治団体は，下記の場合となります。

　　(ⅰ)　推薦又は支持していた国会議員の公職の候補者から２号団体に該当しなくなった旨の通

　　　　知を受けた場合は，「通知をした者が国会議員の公職の候補者でなくなった日」

　　(ⅱ)　団体の規約等に記載してある目的を変更し，「国会議員に係る公職の候補者を推薦又は支

　　　　持することではなくなった日」

　法第１９条の７第１項第３号の国会議員関係政治団体は，「主宰するもの又はその主要な構成

員が現職の国会議員ではなくなった日」等に国会議員関係政治団体に関する特例の適用が終わり

ます。
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(2) 「事業の種類」欄には，機関紙誌の発行及び政治資金パーティー開催事業にあっては，事業の

　種類を「甲機関紙」，「乙機関紙誌」，「甲政治資金パーティー開催事業」，「乙政治資金パーティー

　開催事業」というように細分した上で記載し，その他の事業にあっては，当該事業の内容を具体

　的に記載してください。
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ください。

ください。

(7) 政治団体からの寄附のうち，国会議員関係政治団体からの寄附については，「備考」欄に「国会

議員関係団体」と記載してください。（令和８年分の収支報告書から適用）

　※　寄附を受けたものが国会議員関係政治団体，政党又は政治資金団体である場合を除く。

１３７

68
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（その７）
※寄附者の区分ごとにそれぞれ別葉とすること。

小
計

職　　　　　業
（団体にあっては，代表者の氏名）

備　考

■ 60,000 円 団体職員

□ 40,000 円 ●● 〃11

□ 20,000 円 ●● 〃17

□ 100,000 円 ●● 士護弁822

□ 80,000 円 ●● 員社会026

□ 70,000 円 ●● 営経店魚鮮518

□ 70,000 円 ●● 職無518

□ 円

□ 円

□ 円

□ 円

□ 円

□ 円

□ 円

□ 円

※ 380,000 円

175,000 円

Ｇ 5,455,000 円

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

合 計

Ｆ原　甲美 △△府□□市▲▲町□-□-□

Ｄ川　丁子 ●●県〇〇市△△区〇-●-〇

Ｅ野　丙太 □□都〇〇区××町△-△-△

Ｆ原　乙男 △△府□□市▲▲町□-□-□

Ｃ山　三郎 〇〇県××市〇-〇-●

〃 〃

〃 〃

（７）　寄附の内訳 寄 附 者 の 区 分
（ 該 当 す る 区 分 を 選 択 ）

□　個人　　□　法人・その他の団体　　□　政治団体

寄 附 者 の 氏 名
（ 団 体 に あ っ て は ， そ の 名 称 ）

金 額 年　月　日 住　　　　　所
（団体にあっては，主たる事務所の所在地）

※１ 同一の者から年間５万円を超える寄附を受けた場合は，個別に記載すること。

ただし，租税特別措置法の規定の適用（課税上の優遇措置）を受ける場合には，年間５万円以下であっても個別に

記載する必要があるので留意すること。なお，同一の者から寄附を複数回受けている場合には，最初にその合計額

を記載（小計欄の「□」にチェック）し，次の行から年月日順に内訳を記載すること。

※２ 候補者等が政党から受けた政治活動用資金を自己の資金管理団体に寄附した場合（特定寄附）には，氏名の

前に㊕と記載すること。また，遺贈によってする寄附については，「備考」欄に「遺贈」と記載すること。

※３ この用紙が２枚以上にわたる場合，「その他の寄附」欄及び「合計」欄は，「個人」・「法人・その他の団体」・「政治

団体」の寄附者の区分ごとに，最後のページにのみ記載すること。

※４ 国会議員関係政治団体以外の政治団体が国会議員関係政治団体から寄附を受けた場合については、「備考」

欄に「国会議員関係政治団体」と記載すること。

（その７） 該当団体のみ＜公職選挙法及び政治資金規正法上の寄附の禁止に係る主な留意事項＞

※イ 公職の候補者等は，その公職の任期満了の日の９０日前から選挙の日まで，自身

の後援

団体（ただし，資金管理団体を除く。）への寄附が禁止されていること。
寄附者の合計額を記入する行は
日付を記入しない。

（その２）の「（ア）個人からの寄附」の

金額と一致する。

同一の者から寄附を複数回受けている

場合には、最初にその合計額を記載し、

次の行から年月日順に内訳を記載する。

※合計額を記入する行のみ「小計」欄の

「□」をチェックする。
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(1) 一の政治資金パーティーの対価に係る収入（報告書に記載すべき収入があった年の前年以前に

おける収入を含む。（１）及び様式（その１２）において同じ）のうち，同一の者からの政治資金

パーティーの対価の支払で，その金額の合計額が２０万円（令和９年以後は５万円）を超えるもの

については，政治資金パーティーごとに，その年における対価の支払について，当該対価の支払

いをした者ごとに，その者の「氏名」，「住所」及び「職業」並びに「当該支払われた対価の金額」

及び「年月日」を該当する欄に記載するものとし，記載の要領は，政治資金パーティーごとに別葉

とし，「政治資金パーティーの名称」欄には，当該政治資金パーティーの名称を記載してください。

－97－



　一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち，同一の者によって対価の支払のあっせんをさ

れたもので，その金額の合計額が２０万円（令和９年以後は５万円）を超えるものについては，対

価の支払のあっせんをした者ごとに，その者の「氏名」，「住所」及び「職業」並びに「当該対価の

支払のあっせんに係る金額」，これを集めた期間」及び「これが当該政治団体に提供された年月日」

を記載するものとし，記載の要領は，「様式（その１１）について」に準じて記載してください。

　なお，一の政治資金パーティーに係る２０万円以下の対価の支払のあっせんについても必要に応

じ報告して差し支えありません。
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　全ての支出は，次の分類基準により，「経常経費」及び「政治活動費」に分類し，さらに経常経費

にあっては，「人件費」，「光熱水費」，「備品・消耗品費」及び「事務所費」に分類し，政治活動費

にあっては，「組織活動費」，「選挙関係費」，「機関紙誌の発行その他の事業費」，「調査研究費」，「寄

附・交付金」及び「その他の経費」に分類した上で，これらの項目ごとに年間の支出金額を記載し

てください。

　なお，当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については，項目ごとに

その額を「備考（本部又は支部に対して供与した交付金）」欄に併せて記載してください。

　机，椅子，ロッカー，複写機，自動車（事務所用に限る。）等の備品

の類及び事務用用紙，封筒，新聞，雑誌，ガソリン等の消耗品の類の

購入費をいいます。
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